
陸域対策における平成２０年度実施施策及び平成２１年度実施予定施策

について

「東京湾再生のための行動計画」に位置付けられた陸域における負荷

削減対策については、下水道、集落排水、浄化槽、森林、河川などの各

施策について着実に実施されている。また、平成１９年度に各自治体で

作成された第６次総量規制に係る総量削減計画を着実に実施した。

平成２０年度は、陸域汚濁負荷削減対策ワーキンググループ及びアド

バイザー会議を開催し、各機関における具体的な役割分担を明確化する

とともに、具体的な汚濁負荷削減対策等についてとりまとめた。次年度

は平成 20 年度に定量化した対策量に基づき各機関が連携し施策を実施

していく予定である。
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